
サ
イ

ぎ
、
大
小
昨
に
班
し
、
御
使
役
・表
御
納
戸
奉
行
・出現

御
納
戸
潜
行
・
大
小
将
椛
目
か
ら
次
第
に
昇
泌
し
て

御
待
問
顕
に
日
甲
山
ふり
、元
総
十
五
年
百
五
十
石
を
加
へ
、

閥単氷
五
年
六
十
六
磁
を
以
て
残
し
た
。

ザ
イ
ト
ウ
ヨ
シ
ハ
ル

衛
藤
好
玄

突
は
好
久
。

明
郎
九
年
京
都
に
生
ま
れ
、
組
(
火
閥
好
に
従
う
て
加

賀
富
樫
郷
に
移
り
、
大
永
元
年
管
領
細
川
高
凶
に
依

っ
て
将
軍
足
利
義
附
に
見
え
た
。
六
年
安
葱
守
に
任

巳
、
河
内
鵬
首
閉
包
を
賜
ひ
、
七
年
三
好
探
盤
を
桂
川

に
拒
い
で
功
あ
b
、
諮
問
明
自
ら
そ
の
飯
に
天
下
無
唆

路
上
之
建
者
と
大
都
し
た
。
天
文
七
年
能
賀
郡
の
地

を
加
賜
せ
ら
れ
、

議
卸
に
限
法
を
師
範
し
、
永
一
般
中

脂
術
飾
部
三
十
容
を
献
じ
た
が
、
義
姉
の
駅
固
に
迦
う

た
後
位
大
に
鼠
れ
た
か
ら
、
好
玄
は
吏
に
偲
訟
を
白

山
賀
殴
に
納
め
、
元
泊
三
年
五
月
サ
三
日
能
殺
で
夜

し
た
。
年
七
十
=
1
そ
の
子
好
則
は
大
永
二
年
河
内

密
聞
に
生
ま
れ
、
天
文
十
年
下
野
守
に
任
ぜ
ら
れ
、

後
に
能
慨
に
住
し
た
。

サ
イ
ト
ウ
ヨ
シ
ヒ
サ

蔚
藤
好
久

交
は
凶
好
。

郎
仁
二
年

加
到
笥
樫
郷
に
生
ま
れ
た
。
初
名
甚
之

助
、
持
い
で
左
兵
衛
と
抑
制
し
、

長
享
元
年
備
前
守
に

任
じ
、
京
に
在
っ
て
、
文
箱
元
年
八
月
三
日
父
に
先

だ
ち
裂
し
た
。
年
三
十
四
。

サ
イ
ト
ウ
ヨ
シ
ユ
キ

蔚
藤
好
之
週
間
桝
主
施
。

杭
山
武
右
衛
門
の
弟
。
前
倒
利
治
の
織
す
る
所
と
な

っ
て
三
百
石
荷
受
け
、
御
小
将
に
班
し
た
。
子
源
相

綴
い
で
滞
に
仕
へ
る
。

ザ
イ
ト
ウ
ヨ
シ
ユ
キ

蔚
藤
菩
之
泊
都
兵
右
衛

門
。
初
め
奥
村
丹
後
守
に
仕
へ
、
文
政
十
年
召
幽
さ

れ
て
三
百
二
十
石
を
受
け
‘
組
外
に
列
し
、
御
勝
手

方
別
段
御
内
用
の
事
務
を
挙
っ
た
が
、
先
中

A

方
に
於

い
て
不
屈
の
行
矯
あ
る
を
以
て
、
十

一
年
五
且
隙
越

中
五
ケ
山
流
刑
を
宣
告
せ
ら
れ
、
八
且
二
十
日
配
岡
山

に
出
授
、
安
政
二
年
九
月
二
日
六
十
一
践
を
以
て
病

死
し
た
。

サ
イ
ト
ウ
リ
ュ
ウ
ザ
エ
モ
ン

衛
藤
前
例
左
衛
門

平
保
四
年
御
脳
采
と
し
て
十
人
扶
持
そ
協
は
白
、
十

三
年
叉
十
人
扶
持
者
増
し
、
元
文
元
年
新
知
百
石
を

得
て
組
外
前
に
斑
し
、
寛
延
元
年
五
十
七
肢
を
以
て

夜
。
子
穏
太
夫
公
首
、
明
利
入
年
河
北
郡
谷
内
山
に

H
E
死
し
て
家
断
絶
し
た
。

サ
イ
ト
ヲ
ジ

西

徳

寺

臨
助
制
上
場
川
に
在
っ

て
、
田
県
宗
西
一
振
に
回
す
る
。

ザ
イ
ネ
ン
ジ
西
念
寺

石
川
郎
松
任
に
在
っ
て
、

探
宗
東
仮
に
関
す
る
。

サ
イ
ネ
ン
ジ
西
念
寺

前
出
制
波
数
，
爪
に
在

っ
て
、
田
県
宗
東
振
に
回
す
る
。
も
と
道
場
で
あ
っ
た

が
、
明
治
十
二
年
六
月
寺
放
の
公
棋
を
許
さ
れ
た
。

ザ
イ
士
ン
ジ

西
念
寺
湖
町
制
安
押
即
座
に
在
っ

て
、
長
宗
東
振
に
関
す
る
。

サ
イ
キ
ン
ジ

酉
念
寺

腿
品
川
小
山
川
に
在
っ
て
、

海
土
宗
に
m
幽
す
る
。
も
と
天
台
で
あ
っ
た
が
、
承
他

中
十
買
代
拙
副
長
の
時
阪
宗
し
た
。
寺
殺
に
錨
製
阿
揃

陀
三
稀
品
開
竪
一
一
米
三
二
組

・
航
八
三
極
が
あ
り
、
支

那
舶
載
の
も
の
と
も
鎌
良
時
代
の
作
と
も
言
は
れ
、

昭
和
十
年
九
且
軍
要
美
術
品
に
指
定
せ
ら
れ
た
。

サ
イ
ネ
ン
シ
ン
ポ

西
念
新
保
石
川
紺
戸
絞
郷

に
留
す
る
部
出
問
。

ザ
イ
ネ
ン
ド
ウ
ジ
ヨ
ウ
西
念
道
場
石
川
都
商

念
新
保
の
奨
宗
道
場
で
あ
っ
た
。
絶
尾
忽
に
、
音
西

念
坊
と
い
ふ
者
こ
与
に
位
し
た
が
、
柴

m勝
家
討
入

の
時
に
戦
死
し
た
。
ま
た
こ
の
村
に
叉
右
衛
門
と
い

ふ
農
民
の
道
援
が
あ
っ
て
、
活
如
上
人
の
笛
跡
と
い

ひ
、
毎
年
三
月
比
u
五
日
披
践
を
な
す
と
記
す
る
。

サ
イ
ノ
カ
ハ
ラ

容
河
原
白
山
々
中
不
動
舗
の

上
統
市
町
戯
谷
の
東
隣
の
撚
谷
を
い
ふ
。
白
山
遊
杷
に

『御
前
よ
り
も
融
北
少
し
く
斜
に
し
て
撒
く
る
所
を
袋

乃
迦
故
経
と
い
ふ
。
地
獄
裳
あ
h
o
附
し
て
銅
像
は

今
現
に
白
帆
町
村
林
西
寺
に
安
ん
ず
。
』
と
い
ふ
も
の
、

叉
越
前
名
刺
削
考
に

『千
蛇
ヶ
地
の
容
を
わ
た
り
て
行

〈
耐
の
か
た
に
、
さ
い
の
河
原
と
で
あ
り
0
8指
の

人
石
を
厳
重
ね
た
り
。
』
と
あ
る
も
の
、
そ
の
他
白

山
遊
間
四
悶
犯
に
尾
添
か
ら
青
山
協
の
千
世
帯
ヶ
向
山
〈
今

町
内
の
河
越
U

の
上
に
旋
の
河
原
が
あ
る
と
記
さ
れ
る

も
の
、
こ
れ
ら
は
今
い
づ
れ
も
越
の
河
原
と
は
言
は

ぬ。
サ
イ
パ
ン

裁
判

加
賀
滞
の
的
刑
判
は
公
車
場
に

於
い
て
公
取
掛
務
行
が
之
宇
一
行
う
た
。
初
め
式
日
侮

に
年
前
一
人
必
ず
出
廷
し
て
訊
問
に
奥
白
、
年
計
申

の
協
践
に
よ
っ
て
判
決
を
奥
へ
た
が
、
市尚治
の
頃
か

ら
前

m制
綱
紀
の
親
裁
明
義
に
よ
り
、
凡
ベ
て
務
侯
の

下
知
を
仰
戸
、
こ
と
に
な
り
、
叉
元
服
七
年
か
ら
は
パ

年
寄
の
駅
間
に
興
る
こ
と
を
隠
し
、
俗
月
サ
七
日
出

座
し
て
、
制
問
の
終
結
し
た
犯
知
者
に
而
接
し
、
ロ

訟
の
制
上
世
施
取
し
た
後
、
出
附
倹
に
上
巾
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
但
し
後
に
は
政
務
の
多
加
と
な
っ
た
結

果、

制
判
易
な
る
事
件
は
年
計
限
り
で
判
決
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
訊
問
の
方
法
は
、
口
一
回
に
て
す
る
を
詮

械
と
い
ひ
、
府
間
+
百
hz奥
へ
て
白
放
せ
し
め
る
を
吟
味

と
い
う
た
。
吟
味
は
線
内
之
を
行
ひ
、
竹
刀
を
以
て

蹴
叉
は
耳
を
打
つ
も
の
、
僚
を
以
て
牌
を
む
つ
も

の
、
二
本
の
僚
を
以
て
闘
を
柿
む
も
の
与
三
騒
が
あ

っ
た
。
吏
に
進
ん
で
、
食
道
具
を
用
ひ
る
時
は
、
之

を
拷
附
と
い
う
た
。
併
し
士
人
に
釣
し
て
は
そ
の
名

投
を
鎗
京
し
て
、
断
罪
の
手
釣
を
一
般
と
異
に
し

た
。
凡
そ
士
人
の
搾
を
犯
し
た
者
あ
る
時
は
、
概
ね

組市制
・親
烈
叉
は
組
中
に
身
柄
を
資
制
し
、
公
車
場

務
行
等
そ
の
家
に
臨
ん
で
訊
問
し
、
刑
を
都
知
し
た

後
部
侠
に
上
申
し
て
決
定
を
待
つ
法
で
あ
っ
た
。
叉

一一一一ー一一一

そ
の
裁
判
を
組
踊
或
は
主
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
あ

っ
て
、
雷
に
精
微
の
刑
の
み
な
ら
ず
、
死
刑
・趨
彼

を
す
ら
察
部
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
若
し

主
人
が
裁
判
の
任
に
詰
れ
ば
、
そ
の
雑
炊
と
随
分
を

文
書
に
認
め
、
組
頭
の
拠
醤
を
得
、
且
番
年
寄
に
提

出
し
、
公
平
場
奉
行
の
協
議
に
よ
っ
て
採
否
を
定
め

た
の
で
あ
る
。
但
し
罪
状
の
特
に
憎
む
べ
き
省
、
若

し
く
は
破
服
恥
に
闘
す
る
者
は
‘
士
籍
を
剥
奪
し
た

後
公
砿
揚
の
揚
屋
に
牧
容
し
、
際
民
と
同
一
の
帆
批
判

を
な
し
た
。
そ
の
他
民
民
に
続
い
て
は
御
叩
奉
行
叉

は
積
め
て
稀
に
改
作
怒
行
、
町
人
に
説
い
て
は
町
奉

行
、
崎
町
侶
に
就
い
て
は
問
寺
又
は
寺
社
奉
行
、
畑町賊

改
方
の
検
接
し
た
も
の
は
競
脱
政
方
奉
行
が
裁
判
し

た
が
、
軍
大
な
も
の
は
何
れ
も
公
車
場
奉
行
に
設
致

す
る
を
要
し
た
。

ザ
イ
フ
在
府

滞
倹
の
品
皆
勤
し
て
江
戸
邸
に
在

る
時
を
い
ふ
。

ザ
イ

7
9ジ
西

稿

寺

金
期
新
道
に
在
っ
て
、

長
宗
市
川
波
に
幽
す
る
。
も
と
石
川
郡
税
脅
堂
村
に
尉

た
が
、
開H
永
ご
年
限
帆
闘
の
時
金
樗
折
諮
町
に
移
り、

冊以
勝
三
年
際
限
の
昨
今
の
地
に
純
じ
た
と
い
ふ
。

サ
イ
フ
ヲ
ジ

西
蹟
寺
用
羽
咋
郡
新
宮
に
在
っ
て
、

民
宗
西
源
に
関
す
る
。

ザ
イ
フ
タ
ジ

西
縞
寺

臥
車
部
字
留
地
に
在
っ

て
、
司
叫
宗
東
一
仮
に
m
曲
す
る
。

ザ
イ
プ
ツ
ジ

西
悌
寺

鹿
島
部
七
尾
に
在
っ
て
、

民
宗
束
涯
に
闘
す
る
。

サ
イ
ホ

犀
浦

開
川
を
底
め
か
し
て
い
ふ
場
合

に
文
人
殺
の
用
ひ
た
訳
。

ザ
イ
ホ
ウ
ジ
西
方
寺

金
棒
泉
寺
町
に
在
っ
て
、

恵
光
山
と
慨
し
、
天
台
宗
に
臨
す
る
。
初
は
越
前
府

中
に
在
旬
、
後
前
回
利
家
に
従
う
て
金
源
河
原
町
に

寺
を
建
て
、
天
正
十
二
年
利
家
の
息
女
菊
摘
の
夜
L

. 


